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＜はじめに＞

都道府県等は、食品衛生法第 24 条の規定により、地域の実情等を踏まえた食品衛生監視

指導計画を定め、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施することとなっています。

これを受け、当県では、パブリックコメントにより広く県民の意見をお聞きしながら平

成 23 年３月に「平成 23 年度岐阜県食品衛生監視指導計画」を策定し、公表しました。

今回、「平成 23 年度岐阜県食品衛生監視指導計画」に基づき、平成 23 年４月１日から

平成24年３月31日までに実施した食品衛生監視指導結果を次のとおり取りまとめました。

この計画及びその実施結果は、県立保健所の管内を対象地域としています。なお、中核市である

岐阜市は、独自の監視指導計画を策定しています。

＜平成23年度の重点的な取組みの結果＞

１ 監視指導
(1) 重点監視施設

① 営業許可施設に対する監視指導

食品営業施設について、取り扱う食品の種類や営業の特性、規模等により危害度

分類を行い、特に高度な衛生管理が必要な施設における事故防止を中心として、監

視指導を実施しました。

最も監視指導の必要性の高いレベル１の施設については、年間２回の監視目標に

対し、平均 2.4 回の監視指導を実施し、目標達成率は 121.8%でした。レベル２～４

の施設に対する目標達成率は、それぞれ 102.0%、124.0%、210.4%でした。

過去３年以内に食品事故の発生があったレベルＳの施設については、業種にかか

わらずレベル１と同様に年間２回の監視を行うこととしており、その目標達成率は

114.9%でした。

これら食品営業施設に対する立入調査を通じ、施設の衛生管理、食品の取扱方法、

添加物の使用方法、食品表示等の確認を行い、不適切な事項について改善指導を行

いました。

また、食品衛生法違反については、営業者に対し行政処分等を行いました。その

内訳は、食中毒発生の原因となった飲食店等に対する営業停止処分（15件）、食品

の規格基準に違反した食肉製品及びつくだ煮の回収命令（２件）でした。なお、行

政処分を行った事案については、その都度、公表しました。

このほか、表示基準違反（４件）や食品の取扱いの不備（５件）のあった営業者

に対しては、始末書を徴収するなど厳格に指導を行いました。

※行政処分等を行ったもののうち、食肉製品の規格基準違反（１件）及び表示基準違反（４件）は、

試験検査（p5）で違反が判明したものと重複します。
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飲食店営業
・仕出し・弁当（1000食以上） 24 48 67 139.6
・ﾎﾃﾙ・旅館（100名以上） 80 160 221 138.1 1
菓子製造業（広域流通食品製造施設） 154 308 257 83.4
ｱｲｽｸﾘｰﾑ製造業(ｿﾌﾄｸﾘｰﾑを除く） 19 38 36 94.7
乳処理業 19 38 84 221.1
乳製品製造業 28 56 96 171.4
食肉製品製造業 43 86 126 146.5 1
魚肉ねり製品製造業 6 12 16 133.3
食品の冷凍又は冷蔵業
（広域流通食品製造施設） 29 58 83 143.1
清涼飲料水製造業 87 174 171 98.3
乳酸菌飲料製造業 9 18 52 288.9
豆腐製造業（広域流通食品製造施設） 16 32 38 118.8
めん類製造業（広域流通食品製造施設） 25 50 65 130.0
そうざい製造業（広域流通食品製造施設） 94 188 230 122.3 1
小計 633 1,266 1,542 121.8 1 2
飲食店営業
･仕出し･弁当(ﾚﾍﾞﾙ1以外) 1,531 1,531 1,135 74.1 4
･ﾎﾃﾙ･旅館(ﾚﾍﾞﾙ1以外)､簡易宿所 948 948 801 84.5 2
菓子製造業（ﾚﾍﾞﾙ１以外） 2,600 2,600 2,444 94.0 1 5
あん類製造業 10 10 8 80.0
食肉処理業 200 200 641 320.5
食肉販売業（細切行為等のあるもの） 579 579 1,028 177.5
魚介類販売業（調理行為のあるもの） 863 863 915 106.0
食品の冷凍又は冷蔵業
（レベル１以外の冷凍食品製造施設） 32 32 37 115.6
豆腐製造業(ﾚﾍﾞﾙ１以外のもの） 142 142 122 85.9
めん類製造業（ﾚﾍﾞﾙ1以外のもの） 106 106 88 83.0 1
そうざい製造業（ﾚﾍﾞﾙ1以外のもの） 404 404 358 88.6
添加物製造業 52 52 37 71.2
小計 7,467 7,467 7,614 102.0 7 6
飲食店
・一般食堂 5,047 2,523.5 2,176 86.2 2
・その他 9,834 4,917.0 6,722 136.7 5
喫茶店営業（自動販売機営業を除く） 304 152.0 304 200.0
ｱｲｽｸﾘｰﾑ製造業（ﾚﾍﾞﾙ１以外） 522 261.0 575 220.3
食肉販売業(ﾚﾍﾞﾙ2以外) 1,459 729.5 764 104.7
魚介類販売業(ﾚﾍﾞﾙ2以外) 894 447.0 613 137.1
魚介類せり売り業 6 3.0 18 600.0
食品の冷凍又は冷蔵業(ﾚﾍﾞﾙ2以外) 21 10.5 11 104.8
氷雪製造業 6 3.0 3 100.0
食用油脂製造業 7 3.5 13 371.4
みそ製造業 139 69.5 78 112.2
しょうゆ製造業 36 18.0 22 122.2
ソース類製造業 41 20.5 51 248.8
酒類製造業 75 37.5 31 82.7
納豆製造業 4 2.0 2 100.0
缶詰又は瓶詰食品製造業 105 52.5 89 169.5
つけ物製造業 497 248.5 286 115.1 3
こんにゃく又はところてん製造業 101 50.5 59 116.8
弁当又はそうざい販売業 862 431.0 560 129.9
小計 19,960 9,980.0 12,377 124.0 7 3
飲食店（自動販売機営業） 60 12.0 18 150.0
喫茶店営業（自動販売機営業） 5,053 1,010.6 1,659 164.2
乳類販売業 3,443 688.6 1,922 279.1
氷雪販売業 23 4.6 11 239.1
小計 8,579 1,715.8 3,610 210.4

S 過去３年間事故発生施設 37 74 85 114.9
合計 36,676 20,502.8 25,228 123.0 15 2 9

表１ レベル別監視指導実施状況

1

2

3

営業
停止

回収
命令

廃棄
命令

始末書
等

4

レ
ベ
ル

処分等件数

施設数 目標数 実施数
達成率
（％）

業 種
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② 集団給食施設に対する監視指導

集団給食施設について、その規模及び種別に応じて監視指導及び調理食品の細菌

検査（検査結果については p9 に記載）を行いました。

大量調理施設（１回 300 食以上又は 1 日 750 食以上提供する施設）132 施設に計

274 回の監視指導を実施しました。

中小規模調理施設（大量調理施設以外の施設）612 施設に計 478 回の監視指導を

実施しました。

また、集団給食施設の調理従事者 2,649 名を対象として、食品の衛生的な取扱い

等に関する事項を中心に講習(62 回)を実施しました。

表２ 集団給食施設の監視指導実施状況（施設区分別）

区 分 対 象 対象施設数
監視目標数

（A)

延べ監視回数

延べ回数（B) 達成率（B/A)

大 量 調 理

施 設

学 校 98 196 209 106.6%
病 院 19 38 36 94.7%
保 育 所 7 14 12 85.7%

社会福祉施設 1 2 2 100.0%
そ の 他 7 14 15 107.1%

小 計 132 264 274 103.8%

中 小 規 模

調 理 施 設

学 校 63 63 68 107.9%
病 院 70 70 84 120.0%
保 育 所 271 135.5 200 147.6%

社会福祉施設 165 82.5 92 111.5%
そ の 他 43 21.5 34 158.1%

小 計 612 372.5 478 128.3%

合 計 744 636.5 752 118.2%

(2) 重点監視項目

① 衛生管理マニュアルの整備等に対する指導

広域流通食品製造施設に対し、衛生管理マニュアルの整備等について助言すると

ともに、科学的根拠に基づく期限表示の設定、適正な原材料の使用、製造販売等に

係る各種記録の作成・保管などについて指導しました。

② 統一的な食品表示指導

食品衛生法、ＪＡＳ法、薬事法等に基づく表示の適合状況について、各担当者が

合同で、食品販売施設等 1,093 施設（計画目標：500 施設）、計 26,115 品目の表示

を検査した結果、675 品目について不適正な表示が発見されたため、各法令に基づ

き適正表示を指導しました。

特に、７月と 12 月を「食品表示適正化強化月間」として定め、この合同監視を

集中的に行いました。

③ アレルギー表示の適正化

表示漏れ等により、食品事業者による自主回収が頻繁に行われているアレルギー

物質（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）を含む食品の表示について、製
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品の流通が広域にわたる大規模な菓子製造業、めん類製造業及びそうざい製造業を

中心に、202 施設（計画目標：200 施設）について立入調査を行いました。調査で

は、使用原材料の点検、製造工程の確認、コンタミネーション（意図しない混入）

の可能性の有無等を確認し、適正表示を指導しました。

加工食品 32 検体の収去検査（卵 11 検体、落花生８検体、乳 13 検体）を実施し

たところ、1 検体から表示にない乳由来タンパク質が検出され、調査の結果、特定

原材料を含む食品添加物の使用が判明したため、表示にない乳由来タンパク質を含

む２製品の自主回収並びに適正表示について指導を行いました。

④ 健康食品に対する指導

健康食品製造施設のうち、錠剤又はカプセル状等の特定成分が濃縮された形状の

食品を製造している 21 施設に立入し、安全な食品を供給するために必要な衛生管理

や原材料の安全性を確保するための自主点検の実施状況を把握するとともに、その

徹底を指導しました。

⑤ 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する衛生指導

と畜場において、特定部位（脳、脊髄、眼及び小腸の一部（回腸遠位部））の適

切な除去について確認し、その徹底を指導しました。

特に、特定部位の一つである脊髄が適切に除去されていることを確認するため、

牛枝肉の拭き取り検査を行い、中枢神経に由来するグリア繊維性酸性タンパク（Ｇ

ＦＡＰ）の残留量調査を 72 個体延べ 144 部位について、実施しました。その結果、

21 部位から微量のＧＦＡＰが検出されたため、と畜場関係者に対し適切な脊髄除去

を徹底するよう指導しました。

⑥ 食肉の取扱い関する監視指導

生食用食肉(牛肉)を原因食品とする腸管出血性大腸菌食中毒の発生を受け、生食

用食肉（牛又は馬の肝臓又は肉）を取り扱う飲食店営業、食肉処理業又は食肉販売

業の営業施設に対し、緊急立入調査を実施するとともに、不適切な取扱いが判明し

た場合は、生食用食肉の提供を中止するよう指導しました（調査対象施設：2,467

施設、生食用食肉取扱施設：113 施設、不適合施設：108 施設）。

また、７月以降、牛肝臓を生食用として提供することを控えるよう、関係営業者

等に対し営業施設の立入時や衛生講習会等の機会を捉えて指導しました。

⑦ 国体における食品衛生対策に係る監視指導

ぎふ清流国体冬季競技会の関係者が利用する宿泊施設、弁当調製施設等の 134 施

設に対し、延べ 382 回監視指導を行いました。

２ 試験検査
県内に流通する食品等から 1,932 検体を保健所等が採取し、保健所、保健環境研究所

及び食肉衛生検査所において、残留農薬、動物用医薬品、食品添加物、微生物等の検査

を表３のとおり実施しました。
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これらの検査の結果、規格基準違反が判明した食肉製品及び陶磁器２件については、

回収を命令し、再発防止策等を指導しました。また、表示基準違反が判明した菓子及び

漬物４件については表示の訂正などを指導しました。

※試験検査で判明した食肉製品の規格基準違反及び表示基準違反は、監視指導（p1）で行政処分を行ったも

のと重複します。また、陶磁器の規格基準違反、表示基準違反４件のうち漬物３件については、食品衛生

法の許可を要しない食品取扱施設に対する監視指導（p13）で行政処分等を行ったものと重複します。

表３ 食品等の試験検査の概況

検 査 項 目
食 品 数 検 査

項目数

違 反 数

計画目標 実施数 達成率 規格基準 表示

残 留 農 薬 160 160 100.0% 32,320 - -
動 物 用 医 薬 品
(牛乳・養殖魚等)

抗 生 物 質 ・
合 成 抗 菌 剤

32 32 100.0% 160 - -

動 物 用 医 薬 品
（ 食 肉 ）

抗 生 物 質 等 415 415 100.0% 8,478 - -
内部寄生虫用剤 60 60 100.0% 80 - -
ホ ル モ ン 剤 10 10 100.0% 10 - -

カ ド ミ ウ ム （ 米 ） 3 3 100.0% 3 - -
リ ス テ リ ア 菌 5 5 100.0% 5 - -
ア フ ラ ト キ シ ン 5 7 140.0% 7 - -
遺 伝 子 組 換 え 食 品 30 32 126.7% 32 - -
ア レ ル ギ ー 物 質 30 32 106.7% 32 - 1
食 品 添 加 物 430 ※１452 104.7% 4,021 1 3
牛 乳 等 の 成 分 規 格 200 219 102.5% 1,114 - -
食肉等の食中毒原因菌 - - - - - -
給 食 等 の 細 菌 検 査 - 185 - 664 - -
カドミウム・鉛（陶磁器） - 41 - 82 1 -
Ｐ Ｃ Ｂ （ 牛 乳 ） - 2 - 2 - -
そ の 他 - 287 - 600 - -

合 計 ※２1,932 47,610 2 4
※１ うち 10 検体が抗生物質と合成抗菌剤と重複
※２ ※１の重複分を除いた数

(1) 残留農薬、動物用医薬品等の検査

① 残留農薬検査

流通段階の農産物等 160 検体の残留農薬検査を実施しました。そのうち 61 検体か

ら、計 117 農薬が検出されましたが、残留基準値を超過するものはありませんでし

た。

表４ 残留農薬検査実施状況
検 査 食 品 実施食品数 延べ検査項目 違反数

野 菜 ･果 実 154 (84) 31,108 (16,968) -
茶 3 (1) 606 (202) -

玄 米 0 (-)
小 麦 粉 3 (2) 606 (404) -
牛 乳 0 (-)
合 計 160 (84) 32,320 (17,574) -

注：（ ）は、検査した食品のうち輸入食品の内数
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② 動物用医薬品検査

県内のと畜場、食鳥処理場において処理された食肉、県内を流通する鶏卵等 517

検体について、残留する抗生物質や合成抗菌剤等の検査を実施しました。

これら検査の結果、食品の規格基準に違反するものはありませんでした。

表５ 残留動物用医薬品検査実施状況

検 査 項 目
食品別実施数内訳

違反数
検 査 食 品 実施食品数 検 査 項 目

抗生物質・

合成抗菌剤

牛 肉 114 (10) 2,381 (260) -

豚 肉 153 (15) 3,020 (390) -

鶏 肉 148 (10) 3,077 (260) -

牛 乳 0 (-)

鶏 卵 11 (-) 66 (-) -

魚 介 類 8 (8) 48 (48) -

輸入ウナギ加工品 3 (3) 6 (6) -

ハ チ ミ ツ 10 (10) 40 (40) -

内部寄生虫用剤

牛 肉 25 (10) 35 (10) -

豚 肉 25 (10) 25 (10) -

鶏 肉 10 (-) 20 (-) -

ホルモン剤 牛 肉 10 (10) 10 (10) -

合 計 517 (86) 8,728 (1,029) -

注：（ ）は、検査した食品のうち輸入食品の内数

③ その他の残留物質等の検査

リステリア菌、カビ毒(アフラトキシン)等の過去に問題となった物質や経時的な

傾向を把握すべき物質について、検査を実施しました。

これらの検査の結果、違反するものはありませんでした。

表６ その他残留物質等の検査

検 査 項 目
食品別実施数内訳

違反数
検 査 食 品 実施食品数 検査項目

リステリア菌 輸入チーズ 5 (5) 5 (5) -

アフラトキシン 輸入ナッツ・香辛料 7 (7) 7 (7) -

カ ド ミ ウ ム 玄 米 3 3 -

Ｐ Ｃ Ｂ 牛 乳 2 2 -

注：（ ）は、検査した食品のうち輸入食品の内数

(2) 輸入加工食品の残留農薬等検査

県内に流通する輸入加工食品 50 検体（計画目標：50 検体）を対象に残留農薬検査

（有機リン系 29 農薬、計 1,450 農薬）を実施しました。

これらの検査の結果、違反するものはありませんでした。
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(3) 遺伝子組換え食品検査

遺伝子組換え大豆を使用した旨の表示のない豆腐、みそ等の大豆加工食品について、

製造工程における分別管理の確認を行うとともに、原料大豆８検体を検査しました。

この結果、いずれも分別管理された遺伝子組換えではない大豆を使用して製造されて

おり、適正に表示されていることを確認しました。

また、小売店で販売されていたトウモロコシ加工食品 16 検体及びジャガイモ加工食

品８検体について検査を実施し、その安全性及び適正に表示されていることを確認し

ました。

表７ 遺伝子組換え食品検査実施状況

検 査 項 目

(遺伝子組替体)

食 品 別 実 施 数 内 訳
違反数

検 査 食 品 実施食品数 検査項目

ラウンドアップ・レディー 豆腐等の原料大豆 8( 8) 8( 8) -

Ｃ Ｂ Ｈ ３ ５ １ トウモロコシ加工品 16( 5) 16( 5) -

ニ ュ ー リ ー フ Ｙ ジャガイモ加工品 8( 4) 8( 4) -

合 計 32(17) 32(17) -

(4) アレルギー物質検査

菓子等の製造施設において、アレルギー物質のコンタミネーション（意図しない混

入）の可能性があると判断された製品 32 検体について、特定原材料(卵、乳、落花生）

由来タンパク質の検査を実施したところ、生菓子 1検体から表示にない乳由来タンパ

ク質が検出されたため、適正表示について指導しました。

表８ アレルギー物質検査実施状況

検 査 項 目
食 品 別 実 施 数 内 訳

違反数
検 査 食 品 実施食品数 検査項目

卵由来タンパク質 菓子・そうざい等 11 11 -

乳由来タンパク質 菓子・そうざい等 13 13 1

落花生由来タンパク質 菓子 8 8 -

(5) 食品添加物検査

県内に流通する食品 452 検体（目標：430 検体）について、保存料、着色料、防か

び剤等の食品添加物の検査を実施しました（このうち 132 検体は輸入食品を検査）。

これらの検査の結果、規格基準違反が１件（食肉製品に使用された発色剤(亜硝酸ナ

トリウム)が基準値を超えて検出）判明し、当該食品の回収を命じるとともに、再発防

止を指導しました。また、表示基準違反が判明した３件（使用された食品添加物の表

示なし等）については、表示の訂正と再発防止を指導しました。
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表９ 食品添加物検査実施状況

食 品 の 分 類

検

体

数

（

実

数

）

延

べ

検

査

項

目

数

検 査 検 体 数

違

反

数

保

存

料
（
※
１
）

着

色

料
（
※
２
）

亜

硝

酸

ナ

ト

リ

ウ

ム
（
※
３
）

二
酸
化
硫
黄
及
び
亜
硝
酸
（
※
４
）

サ
ッ
カ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
※
５
）

ア
セ
ス
ル
フ
ァ
ム
カ
リ
ウ
ム
（
※
６
）

サ

イ

ク

ラ

ミ

ン

酸

（
※
７
）

Ｔ

Ｂ

Ｈ

Ｑ
（
※
８
）

防

か

び

剤
（
※
９
）

菓 子 類 63 753 47 67 - 1 6 6 6 6 - -

漬 物 類 139 1,828 130 148 - - 62 61 - 1 - 3

食 肉 製 品 74 391 67 4 67 - 12 12 - - - 1

そ う ざ い 30 184 29 8 - 2 1 1 - - - -

清 涼 飲 料 水 13 135 13 8 - 1 9 9 - - - -

みそ、しょうゆ 2 20 1 2 - - 6 - - - - -

ソ ー ス 類 10 40 10 - - - 1 - - - - -

魚介類加工品 21 193 21 12 1 - 6 6 - - - -

果 実 酒 等 37 185 37 - - 33 2 2 - - - -

ジ ャ ム 5 20 5 - - - - - - - - -

かんきつ類等 10 20 - - - - - - - - 10 -

魚 介 類 8 8 - - - 8 - - - - - -

そ の 他 40 244 29 12 - 16 6 6 - 4 - -

合 計 452 4,021 389 261 68 61 104 4 6 11 10 4

輸入食品(再掲) 132 801 101 34 1 49 19 - 6 11 10 -

※１ 検査項目：安息香酸・ｿﾙﾋﾞﾝ酸･ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸・ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴｽﾃﾙ類・ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸

※２ 検査項目：許可色素（赤２･赤３･赤40･赤102･赤104･赤105･赤106･黄４･黄５･緑３･青１･青２）

許可外色素（ｱｿﾞﾙﾋﾞﾝ･ｷﾉﾘﾝｲｴﾛｰ･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝﾌﾞﾙｰ･ｵﾚﾝｼﾞⅡ）

※３ 主な用途：発色剤

※４ 主な用途：漂白剤、保存料、酸化防止剤

※５、６、７ 主な用途：甘味料

※８ 主な用途：酸化防止剤

※９ 検査項目：ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ

(6) 牛乳及び加工乳の成分規格検査

県内の乳処理施設で製造された 219 食品（目標：200 食品）を対象に成分規格検査

を実施しました。

これらの検査の結果、違反となるものはありませんでした。
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表 10 牛乳及び加工乳の成分規格検査

食 品

食

品

数

検査項目
違

反

数

無
脂
乳
固
形
分

乳

脂

肪

分

比

重

酸

度

細

菌

数

大

腸

菌

群

残
留
農
薬
等

合

計

牛 乳 169 162 162 162 162 169 169 - 986 -

加 工 乳 21 14 - - 14 21 21 - 70 -

その他の乳 29 - - - - 29 29 - 58 -

合 計 219 176 162 162 176 219 219 - 1,114 -

(7) 給食の細菌検査

給食として提供される調理済み食品の衛生状況を確認するため、立入当日に調理し

た食品を中心に 100 施設で 185 検体を採取し、細菌検査を実施しました。

これらの検査の結果、２施設で調理された食品２検体が細菌数の項目で不適となり、

原因究明のため、施設の立入調査及び改善指導を行いました。

表 11 給食の細菌検査結果

収 去

施設数
食品数

項 目 数

細菌数 大腸菌

黄 色

ﾌﾞﾄﾞｳ

球 菌

ｻﾙﾓﾈﾗ

属 菌

腸管出血

性大腸菌

O157･O26

合 計

100 185 185 184 184 60 51 664

(8) 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング検査

県では、平成 13 年 10 月から、県内４と畜場に搬入されるすべての牛について、Ｂ

ＳＥスクリーニング検査を実施しています。平成 17 年８月１日の法改正により、検査

対象が 21 ヶ月齢以上に引き上げられましたが、県では消費者の不安感が払拭されてい

ないことから、引き続き、すべての月齢の牛について検査を行っています。

平成 23 年度は 15,419 頭（うち 155 頭は 20 ヶ月齢以下）について検査しましたが、

すべて陰性でした。検査の結果は毎月、ホームページに掲載しました。

(9) 国体における食品衛生対策に係る検査

ぎふ清流国体冬季競技会における食品衛生対策として、関係者が利用する宿泊施設、

弁当調理施設 79 施設で調理された 98 食品を採取し細菌検査を実施しました。細菌検

査が不適となった施設に対しては、食品の衛生的な取扱い等について指導するととも

に、適合するまで細菌検査を行いました。

また、施設の衛生状態を確認するためＡＴＰ簡易測定器を用いて器具等のふき取り

検査を実施しました（86 施設、461 カ所）。
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３ 食品事業者の自主衛生管理の推進
(1) 「営業の施設の内外で公衆衛生上講ずべき措置に関する基準」の周知徹底

平成 19 年３月、岐阜県食品衛生法施行条例の一部が改正され、「営業の施設の内

外で公衆衛生上講ずべき措置に関する基準（管理運営基準）」が大幅に強化されまし

た（平成 19 年 10 月施行）。この管理運営基準について、食品衛生責任者講習会（140

回開催、17,613 名受講）等を通じ周知を図りました。

また、営業者自身による自主衛生管理の一環として（社）岐阜県食品衛生協会が実

施している食品の自主検査、事業者検便、食品営業施設の巡回指導の各事業について

助言等の必要な支援を行い、自主的な衛生管理の推進を図りました。

表12 自主衛生管理推進事業の実施状況

事 業 名 実 施 状 況

自 主 検 査 2,130 食品（延べ 3,118 項目）

事 業 者 検 便 32,500 検体

巡 回 指 導 62,328 件

(2) 適正な表示の徹底

適正な表示の徹底を図るため、食品製造業者を対象に、食品衛生法、ＪＡＳ法、米

トレーサビリティ法、景品表示法など食品表示の関係法令の内容やコンプライアンス

の重要性について理解を深めてもらうための食品表示総合講習会を開催しました（開

催回数：２回、参加者：215 名）。

また、食品の適正表示に係る啓発指導の充実、強化を図るため、県の食品表示関係

機関の担当者を対象に、食品表示を規制する各法令（食品衛生法、ＪＡＳ法、米トレ

ーサビリティ法）に関する研修会を開催しました（参加者数：30 名）。

【営業の施設の内外で公衆衛生上講ずべき措置に関する基準（管理運営基準）】

措置基準とは、食品衛生法に基づいて各都道府県等が条例で定めている食品関係の営業施

設における衛生管理に関する基準のことをいいます。施設の清掃等の維持管理、機械器具等

の衛生管理、食品の取扱方法、廃棄物の処理、従事者の健康管理等について規定されてお

り、食品を取扱う営業者には、この基準を遵守する義務が課せられています。

19年３月の条例改正によって、従来７区分23項目であったものが、15区分82項目に内容が

充実され、より詳細かつ具体的な内容となりました。

さらに、中国産冷凍ギョウザによる薬物中毒事案を踏まえ、20年10月に改正が行われ

「製造、加工又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害（医師の診断を受け、当該

症状が製造、加工又は輸入した食品等に起因する又はその疑いがあると診断されたも

の）及び食品衛生法に違反する食品等に関する情報について、知事へ速やかに報告するこ

と。」が加わり、16区分83項目となりました。

【食品衛生責任者】

食品衛生法に基づく営業許可を有する食品営業施設は、施設ごとに食品衛生責任者を設置

する必要があります。また、この責任者は、年１回、食品衛生に関する講習会の受講が義務

付けられています。
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(3) 食中毒防止対策

全国的にノロウイルスを原因とする食中毒が増加傾向にあることから、食品営業施

設及び集団給食施設の従事者を対象に、ノロウイルスによる食中毒防止対策を中心に

衛生講習会を開催しました。

また、手洗いの徹底、食品取扱時の汚染防止、食品の十分な加熱等の食中毒対策や

吐物及び便の適切な処理等の感染予防対策についてのリーフレットを関係施設へ配布

するなど、ノロウイルス等による食中毒の防止に努めました。

(4) ＨＡＣＣＰシステムの推進

高度な衛生管理システムであるＨＡＣＣＰに取り組む事業者を支援するため、食品

衛生法に基づく総合衛生管理製造過程の承認を受けた５施設及び承認取得を希望する

１施設に対し監視指導を行うととともに、衛生管理に関する助言を行いました。

また、ＨＡＣＣＰを取り入れた自主衛生管理システムの構築を支援するため、食品

等事業者を対象に自主衛生管理推進支援研修会を開催しました（開催回数２回、参加

者：４２名）。

【ＨＡＣＣＰ】

米国のＮＡＳＡが安全な宇宙食を供給するために開発した衛生管理システムを Hazard

Analysis Critical Control Pointシステムといい、一般的にはＨＡＣＣＰ（危害分析重要管

理点）システムと呼ばれています。

最終製品の一部を抜き取り検査して製品全体が安全基準をクリアしているかどうかを判断

する従来からの方法とは異なり、製造工程の要所要所で異常がないか、すべての製品を連続的

にチェックするため、より信頼性の高い安全確認システムといえます。

(5) 国体における食品衛生対策

ぎふ清流国体冬季競技会における食品衛生対策として、関係者が利用する宿泊施設、

弁当調製施設等の責任者や調理従事者を対象とする衛生講習会を開催しました（開催

回数：12 回、参加者：143 名）。

４ リスクコミュニケーション（消費者、事業者、行政の間の意見交換
等）の実施

(1) 食品の安全・安心シンポジウムの開催

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、食品の放射性物質汚染をテーマにミ

ニシンポジウムを５回開催しました（参加者：317 名）。また、牛肉の生食による集

団食中毒事件を受け、腸管出血性大腸菌をテーマにミニシンポジウムを２回開催しま

した（参加者：121 名）。

11 月には、「食品の安全・安心シンポジウム」を開催しました（参加者：170 名）。

11 月に食品の安全・安心シンポジウムを開催しました（参加者：66 名）。

終了後のアンケートでは、回答者（89 名）の 61％が、食品に対する不安な気持ちが

減ったと回答しました。
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(2) 県民との意見交換会の開催

出前講座の開催時に意見交換会を５回開催し、食品の安全性に関する情報提供と意

見交換を行いました（参加者：176 名）。

(3) 体験型リスクコミュニケーションの実施

消費者を対象とした「食品安全セミナー」を開催し、食品の安全性に関する正しい

情報を提供するとともに、県内の食品製造施設や生産農家の視察、意見交換会等を行

いました（開催回数：２回、参加者：82 名）。

(4) 出前講座「食品の安全 知っ得講座」の開催

県民からの要望に応じて職員を派遣し、食品の安全性に関する情報提供や意見交換

を行う出前講座を開催しました（開催回数：17 回、参加者：420 名）。

表13 出前講座開催実績

テ ー マ 回 数 参加人数

食 品 表 示 ６回 125 名

食品の安全 ５回 83 名

食 中 毒 ２回 87 名

食品添加物 ２回 49 名

食品の放射能 １回 63 名

輸 入 食 品 １回 17 名

合 計 17 回 420 名

(5) ジュニア食品安全クイズ大会の開催

次世代を担う子どもたちに、食品の安全性に関する正しい知識を持ってもらうこと

を目的としてジュニア食品安全クイズ大会を開催しました（開催回数 12 回、参加者：

1,208 名）。

(6) 県民意識調査の実施

安全･安心な食生活の確保に必要な施策の参考とするため、「岐阜県県政モニター」

「食品安全対策モニター」「食品表示ウォッチャー」「消費者サポーター」を対象に、

アンケート調査を行いました。

食の安全性について「非常に不安」「どちらかといえば不安」と回答された方は約

46％で、平成 22 年度に比べ約 19％減少し、平成 18 年度の調査開始以来、初めて 50

％を下回りました。一方、「どちらともいえない」と回答された方は約 26％で、平成

22 年度に比べ 23％増加しました。食品の放射性物質汚染の影響あったと考えられま

す。

不安に感じる項目の上位３項目は「輸入食品」｢食品添加物」「残留農薬」でした。

平成 18 年度以降、順位の変動はありますが、常にこの３項目が不安に感じる項目の上

位を占めています。「食品の放射能汚染」４位、食中毒は６位でした。
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(7) 「見学可能な食品関連施設リスト」の作成と公開

県民と食品関連事業者の相互理解を図るため、県民が施設見学や、意見交換等を行

うことができる食品関連施設を把握し、ホームページ上に 12 施設（平成 23 年度末現

在）の情報を公開しました。

(8) 食品安全相談員の設置

平成 20 年度より、消費者の食品の安全性に対する不安感や不信感を解消するため、

食品衛生に関する専門的な知識や経験を有する食品安全相談員を５保健所及び県民生

活相談センターに設置し、消費者及び食品等事業者の皆様からの食の安全性に係る相

談・苦情等への対応をより一層充実するとともに、食品の適正表示に係る技術的指導

等も実施しました(平成 23 年度相談件数：4,793 件)。

＜その他の取組みの結果＞

１ 食品衛生法の許可を要しない食品取扱施設に対する監視指導
食品衛生法の許可を要しない食品取扱施設に対し、計 4,640 回の監視指導を実施しま

した。

食中毒の原因となった有毒植物を販売した営業者及び容器包装の規格基準違反の陶磁

器を製造・販売した営業者に対し、当該食品等の回収を命じました。

また、表示基準違反のあった営業者に対しては、始末書を徴収するなど厳格に指導し

ました。

※行政処分等を行ったもののうち、陶磁器の規格基準違反（１件）及び漬物の表示基準違反（３件）につい

ては、試験検査（p5）で違反が判明したものと重複しています。

表14 法の許可を要しない食品取扱施設に対する監視指導実施状況

施 設 数
（A）

監 視 数
（B)

監 視 回 数
（B/A）

処 分 件 数

給食施設 学 校 175 207 1.18 -
病院・診療所 90 91 1.01 -
事 業 所 51 20 0.39 -
そ の 他 516 258 0.50 -

乳 さ く 取 業 179 7 0.04 -
食 品 製 造 業 675 354 0.52 3
野 菜 果 物 販 売 業 2,202 889 0.40 1
そ う ざ い 販 売 業 857 577 0.67 -
菓子（パンを含む）販売業 2,949 1,102 0.37 -
食品販売業（上記以外） 1,914 774 0.40 -
添加物製造業（法許可以外） 2 - - -
添 加 物 販 売 業 570 210 0.37 -
器具・容器包装、おもちゃ
の 製 造 業 又 は 販 売 業

1,548 151 0.10 2

合 計 11,728 4,640 0.40 6

※施設数は 24 年３月末現在
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２ 食中毒及びその疑いのある事例に対する調査及び検査等

平成 23 年度に発生した食中毒は 16 件で、患者数は 1,121 名でした。そのうち９件が

ノロウイルスを原因とする食中毒であり、患者数は 978 名でした。

食中毒及びその疑いのある事例（異味・異臭の苦情を含む）については、関係者から

の聞き取り調査、患者等の検便、食品検査等を実施し、原因究明と再発防止を図りまし

た。検査は、表 17 のとおり計 1,437 検体、8,250 項目について実施しました。

また、食中毒の発生を防止するため、食中毒の発生しやすい気象条件となった場合に

は食中毒警報を発令し、食品関係事業者及び消費者に対する注意喚起を行いました。

平成 23 年度の発令回数は３回でした。

表15 食中毒発生状況（原因施設別）

原 因 施 設 発生件数（構成比） 摂食者数（構成比） 患 者 数（構成比）

飲 食 店

仕 出 屋

旅 館

販 売 所

給 食 施 設

7 ( 43.8%)

3 ( 18.8%)

3 ( 18.8%)

2 ( 12.5%)

1 ( 6.3%)

189 ( 6.8%)

2,291 ( 82.1%)

144 ( 4.1%)

73 ( 2.6%)

123 ( 4.4%)

104 ( 9.3%)

875 ( 78.1%)

48 ( 4.3%)

63 ( 5.6%)

31 ( 2.8%)

合 計 16 (100.0%) 2,790 (100.0%) 1,121 (100.0%)

※構成比は小数点第 2位を四捨五入していますので、合計が 100％にならない場合があります。

表16 食中毒発生状況（病因物質別）

病 因 物 質 発生件数（構成比） 摂食者数（構成比） 患 者 数（構成比）

ノ ロ ウ イ ル ス

カンピロバクター

サ ル モ ネ ラ

植 物 性 自 然 毒

不 明

9 ( 56.3%)

4 ( 25.0%)

1 ( 6.3%)

1 ( 6.3%)

1 ( 6.3%)

2,396 ( 85.9%)

88 ( 3.2%)

229 ( 8.2%)

7 ( 0.3%)

70 ( 2.5%)

978 ( 87.2%)

34 ( 3.0%)

79 ( 7.0%)

5 ( 0.4%)

25 ( 2.2%)

合 計 16 (100.0%) 2,790 (100.0%) 1,121 (100.0%)

※構成比は小数点第 2位を四捨五入していますので、合計が 100％にならない場合があります。

表17 食中毒・有症苦情等に係る検査実施状況

検 体
理化学検査 細 菌 検 査 ウイルス検査 合 計

検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数

患 者 検 便 等 - - 253 2,186 216 216 469 2,402

調理従事者検便等 - - 239 2,143 205 205 444 2,348

食 品 - - 146 1,103 1 1 147 1,104

器具・容器包装 - - 155 1,359 59 59 214 1,418

そ の 他 2 2 133 948 28 28 163 978

合 計 2 2 926 7,739 509 509 1,437 8,250
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表 18 食中毒警報発令状況

発令年月日 適 用 基 準

6月28日

7月14日

8月 8日

「気温30℃が10時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき。」

「24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上を超えたとき、又は

それが予想されるとき。」

３ 不良食品・表示違反食品等に対する指導
食品衛生法違反又はその疑いがある食品が発見された場合には、県内外を問わず、そ

の食品の製造施設及び販売施設を所管する自治体等と連携し、違反食品の排除と原因究

明、再発防止の指導を行いました。

表 19 不良食品・表示違反食品等発見状況

発見数
異 物

混 入

か び

発 生

虫 の

発 生
腐 敗

添 加 物

使用基準

表示

違反

指定外

添加物
その他

82 23 13 5 1 4 19 0 17

４ 夏期及び年末食品一斉取締り
高温多湿となり食中毒が発生しやすい夏期（７月）及び食品の流通量が増加する年末

(12 月）に、食品の衛生的取扱い、食品添加物の適正使用、適切な表示の実施等につい

て県下一斉に重点的な監視指導を行いました。違反のあった施設に対しては、改善等の

指導を行いました。

また、食品の表示については、関係法令を所管する各機関の連携を密にし、特に７月

と 12 月を「食品表示適正化強化月間」に指定し、監視の強化に努めました。

表 20 夏期及び年末食品一斉取締り実施状況

夏期（７月） 年末（12月）

実 施 数 違反件数 実 施 数 違反件数

許可を要する施設監視 3,985 0 1,877 4

許可を要しない施設監視 813 0 777 0

食 品 検 査 207 0 206 0

５ 食品衛生月間の普及啓発
最も食中毒が多発する８月を「食品衛生月間」として定め、市町村及び（社）岐阜県

食品衛生協会などと連携を図りながら、県民や食品関係事業者に対し食中毒防止につい

て普及啓発を行いました。

表 21 食品衛生月間実施状況内容

食 品 衛 生 講 習 会 広 報 食品衛生協会

営業者
給 食

従事者
消費者 その他 計 市町村 その他

巡 回

指 導

啓 発

ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

延べ日数 8 15 3 8 34 5 8 8 10

参加人数 571 1193 86 461 2,311
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６ と畜検査及び食鳥検査
と畜場及び食鳥処理場において処理される牛、豚、鶏等について１頭（羽）ごとに検

査を行い、食用に適さない個体や部位を排除しました。また、と畜場及び食鳥処理場の

衛生管理と食肉の衛生的な取扱いについて関係者の指導を行い、食肉の安全確保を図り

ました。

表 22 と畜検査及び食鳥検査実施状況

牛 馬 豚 めん羊 鶏

検査頭数（羽数） 15,419 87 60,586 31 3,487,755

７ 食品中の放射性物質検査
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質に汚染された稲ワラを給餌

した疑いのある牛の肉について、流通状況調査を行うとともに放射性物質検査を実施し

ました（検査数：82 検体、うち暫定規制値超過数：2検体）。

８ 健康危機管理体制の整備
中国産冷凍ギョウザによる健康被害の発生や、食品偽装表示など、食品の安全性にか

かわる問題が続発している状況を踏まえ、食品関連事業者と行政関係機関が一体となっ

て食品の安全性に取り組むため、平成 20 年３月に食品安全連絡会議を設置し、平成 23

年度は２回開催しました。会議では、食品の危機管理情報を共有することにより、食品

による健康被害の発生及びその拡大防止を図るため、電子メールを活用した「食品安全

連絡会議情報ネットワーク」を運用しており、平成 23 年度は、食品の自主回収情報な

ど 123 件を連絡会議構成メンバー（配信先:22 件）に配信しました。

＜終わりに＞
県では、平成 23 年度計画に基づき関係機関が連携し、重点的かつ効果的な監視指導、食

品等の試験検査、食品等事業者の自主的な衛生管理の促進、リスクコミュニケーションの

推進等に取り組み、県民の健康並びに安全・安心な食生活の確保を図りました。

年度当初に重点的に取り組むこととした事項のうち、食品営業施設に対する監視指導に

ついては、全体で目標の 123.0%を達成しました。食品による事故を防止する上で、特に重

要なレベル１をはじめとして、すべてのレベルで目標数を上回る監視指導を行いました。

収去検査については、すべての検査項目について、目標を上回り、検査結果に基づく効

果的な指導を行うことができました。

今後も、検査機器等の充実及び検査担当者の研鑽により検査精度の向上に努めていきま

す。

また、平成23年３月に発生した東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所の

事故により、原発を中心とする周辺地域では、広範囲に飲料水や農産物といった飲食物に

放射性物質汚染の影響が出ており、これらの放射性物質に汚染された飲食物の摂取による

内部被爆に対する不安が高まりました。県内においても放射性物質に汚染された疑いのあ

る稲ワラを給餌した牛の肉の流通が確認され、食品の放射性物質汚染による県民の不安を

解消するため、県では食品等の放射能を測定する機器を緊急整備するなど検査体制を構築

するとともに、７月から放射性物質に汚染された疑いのある稲ワラを給餌した牛の肉につ

いて、放射性物質検査を実施しています。
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さらに、平成24年4月に食品衛生法に基づく放射性セシウムの基準が設定されたことか

ら、県内に流通する東日本産の農林畜水産物を市場等で計画的に採取し、検査を行うこと

としており、検査結果は県ホームページで公表することとしております。

なお、引き続き、広域に流通する食品を製造する施設や大量調理施設の衛生管理の監視

指導、適正な食品表示の徹底、輸入食品を中心とした残留農薬等の検査及び食品に関する

危機管理体制の充実について重点的に取り組むこととしています。


